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文部科学省発注工事請負等契約規則第１３条の基準の運用について（通知）

平成２０年１１月１８日付けをもって、文部科学省発注工事請負等契約規則の一部を改

正する訓令（文部科学省訓令第１１号）が別添のとおり制定され、文部科学省発注工事請

負等契約規則（平成１３年文部科学省訓令第２２号）が改正されたところです。

ついては、文部科学省発注工事請負等契約規則第１３条を別紙のとおり運用することと

しましたので通知します。

〔別添：省略〕



（別紙）

文部科学省発注工事請負等契約規則第１３条の基準の運用について

１ 対象工事

当該工事の工事費の予定価格が１，０００万円を超えるもの。

２ 文部科学省発注工事請負等契約規則第１３条第一号の運用について

(１) 文教施設工事積算要領（土木工事）に基づき工事費の積算を行った工事の請負契

約の場合

文部科学省発注工事請負等契約規則第１３条（以下「規則第１３条」という。）

第一号に定める基準は、次に掲げる額と当該消費税等相当額の合計額を下廻る入

札価格（入札書に記載された金額に消費税等相当額を加えた額。以下同じ。）であ

った場合とする。

イ 直接工事費の額に１０分の９．５を乗じて得た額

ロ 共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額

ハ 現場管理費の額に１０分の８を乗じて得た額

ニ 一般管理費等の額に１０分の５．５を乗じて得た額

ただし、その合計額が、予定価格に１０分の９を乗じて得た額を超える場合に

あっては１０分の９を乗じて得た額とし、予定価格に１０分の７を乗じて得た額

に満たない場合にあっては、１０分の７を乗じて得た額とする。

(２) 公共建築工事積算基準（統一基準）に基づき工事費の積算を行った工事の請負契

約の場合

公共建築工事積算基準（統一基準）（以下「統一基準」という。）における直接

工事費は、（１）における直接工事費と現場管理費の一部に相当する額（以下「現

場管理費相当額」という。）により構成されている。

そのため、統一基準における直接工事費から現場管理費相当額を減じた額を

（１）における直接工事費とし、統一基準における現場管理費に現場管理費相当

額を加えた額を（１）における現場管理費として、（１）を適用する。

ただし、統一基準における直接工事費に含まれている現場管理費相当額の算出

が困難な場合は、①一般工事（②に該当する工事を除くもの。）については、統一

基準における直接工事費に１０分の１を乗じた額を現場管理費相当額とし、②昇

降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事については、

統一基準における直接工事費に１０分の２を乗じた額を現場管理費相当額とする。

なお、この場合の規則第１３条第一号に定める基準は、次に掲げる額と当該消

費税等相当額の合計額を下廻る入札価格であった場合となる。

① 一般工事（②に該当する工事を除くもの。）

イ 統一基準における直接工事費の額に１０分の９．３５を乗じて得た額

ロ 統一基準における共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額

ハ 統一基準における現場管理費の額に１０分の８を乗じて得た額

ニ 統一基準における一般管理費等の額に１０分の５．５を乗じて得た額



② 昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事

イ 統一基準における直接工事費の額に１０分の９．２を乗じて得た額

ロ 統一基準における共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額

ハ 統一基準における現場管理費の額に１０分の８を乗じて得た額

ニ 統一基準における一般管理費等の額に１０分の５．５を乗じて得た額

ただし、①又は②の合計額が、予定価格に１０分の９を乗じて得た額を超える

場合にあっては１０分の９を乗じて得た額とし、予定価格に１０分の７乗じて得

た額に満たない場合にあっては、１０分の７を乗じて得た額とする。

３ 規則第１３条第四号の運用について

上記２の運用を適用することができない工事の請負契約の場合、規則第１３条第四

号に定める基準は、競争入札ごとに１０分の７から１０分の９までの範囲内で契約担

当官等（会計法（昭和２２年法律第３５号）第２９条の３第１項に規定する契約担当

官等をいう。）の定める割合を予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価格であった場

合とする。


